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                                    令和 3年 8月 27日 

 

  会 員 各 位 

 

                            岐阜県医師会 

                              会長  河合 直樹 

(公印省略) 

 

    西濃地区産業医研修会の開催について（ご案内） 

 

 見出しの研修会を下記の通り開催いたします。ご多忙中恐縮ですが是非ご出席くださいますよ 

うご案内いたします。 

 ご出席いただける場合は、裏面の申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ（058-271-1651）にて

お申込みくださいますようお願いいたします。 

本研修会の開催案内・受講申込書は、「岐阜県医師会ＨＰ」≫「医師の皆様へ」掲載します。                              

 また、日医認定産業医制度更新にあたっての特例措置が発出されておりますので、ご確認下さい。 

記   

１．日時 

  令和 3年 10月 2日（土） 14:30～16:30 

２．場所 

  大垣市医師会館 2Ｆ 講堂 （ 大垣市新田町 1-8 ＴＥＬ0584-89-5800 ） 

３．取得単位 

日医認定産業医研修 → [基礎]後期 1単位・実地 1単位／[生涯]専門 1単位・実地 1単位 

日医生涯教育制度   → 2単位〔ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ：38.6〕 

４．内容  

「職場における聴覚管理」 

岐阜産業保健総合支援センター相談員・岐阜県総合医療センター耳鼻咽喉科 柳田 正巳 

「判例で学ぶ産業医活動について」  

岐阜産業保健総合支援センター相談員・日江井外科院長 日江井 賢 

５．定員 

  40名 定員になり次第締め切りさせていただきます。 

 

【交通のご案内】  

                           ※東海道新幹線岐阜羽島駅タクシーで約２０分 

                            ※ＪＲ大垣駅からタクシーで約１２分 

                            ※ＪＲ大垣駅からバスで約１５分 

                                                    (市民会館回り又は市民プール行市民会館前下車） 

 

 

 

 

担当者 岐阜県医師会事務局 小坂・髙橋 

TEL 058-274-1111  FAX 058-271-1651 

受講申込書は裏面にございます。 



ＦＡＸ０５８－２７１－１６５１ 岐阜県医師会産業医 係 宛  

受講申込書 

西濃地区産業医研修会 10月 2日（土）                             

            所 属 地 域                                            

         医 師 会 名       ＝                           医 師 会     

               

          氏   名 ＝                              

             

          医療機関名 ＝                            

 

          所 在 地 ＝                            

             

         電 話 番 号       ＝                            

 

ＦＡＸ番号 ＝                            

  
【 特 例 措 置 】 

 
コロナ禍により有効期限内に更新必要単位が充足できなかった認定産業医の取扱いについて 

 

１．有効期限を迎えた認定産業医の取扱い 

コロナ禍で更新単位を充足できずに既に有効期間が満了した方、今後有効期間の満了を迎える方

がおられますが、 認定証に記載された有効期限が平成 32 年（令和 2 年）2 月以降の認定産業医に

ついては、 当面の間は、単位を充足できずに有効期間満了後であっても認定産業医とみなし認定産

業医としての活動を認めます。今般の措置は、有効期間内に単位取得したとみなして、日本医師会

が認定産業医として認めるものです。 

２.単位取得・更新の取扱い 

有効期限後に取得した単位を有効期間内に取得したものとみなします。更新手続きは単位要件を

充足した段階で行ってください。日本医医師会での承認後、新しい認定証を発行いたします。 

なお、認定産業医の制度上、有効期限を変更することはできないため、新しい認定証、次々回の

有効期限に向けた単位取得にあたっては、下記の例のような影響があります。 

 


